
子ども・子育て支援金制度について
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議題⑴報告事項ア 資料１－２

こども家庭庁の資料を一部抜粋しています。
資料１－１の作成に当たり、参考とした箇所等を四角で囲っています。



子ども・子育て支援金制度とは①
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（子ども・子育て支援金制度の理念とその必要性）
〇 子ども・子育て支援金制度は、社会連帯の理念を基盤に、こどもや子育て世帯を、全世代・全経済主体

が支える新しい分かち合い・連帯の仕組みです。

〇 少子化・人口減少が危機的な状況にある中、「こども未来戦略」（令和５年12月22日閣議決定）において、児童
手当の抜本的拡充など、年3.6兆円規模のこども・子育て政策の給付拡充を図ることとしました。これら
により個々人の子育てに関する負担を軽減し、少子化トレンドの反転につなげていけるよう、社会全体で
こどもや子育て世帯を応援する機運を高める取組もあわせて進めます。

〇 こうした大きな給付拡充に当たっては、経済政策と調和した財政枠組みとするとともに、若い世代の
方々が将来に展望を持てるよう、責任を持って安定財源を確保する必要があります。

子ども・子育て支援金制度は、歳出改革や既定予算の活用を最大限図った上で、令和８年度から10年
度にかけて段階的に構築する、少子化対策のための特定財源です。歳出改革による負担軽減とセットで、
かつその範囲内で構築することで、支援金制度の創設によって社会保障負担率（国全体でみた国民所得に対する社会保険
料負担の割合）が上昇しないようにします。

（若い世代の結婚・子育てを応援するもの）
〇 支援金を医療保険料とあわせて、高齢者や企業を含む全世代・全経済主体から拠出をいただく中で、現

役世代の拠出額を低く抑えることができ、また、支援金を充てる事業による０〜18歳までの間の平均的
な給付拡充（累計）は約146万円となります。つまり、子育て中や、これから結婚・子育てを考えられる
若い世代を確実に応援するものとなります。

〇 支援金は、児童手当など法律で定めたこども・子育て世帯向けの給付のみに充てるものであり、医療保
険料と区分された仕組みです。また、こうした仕組みであるため、今後の料率も、高齢化に伴って上昇す
る傾向にある医療・介護保険料のように、当面自然に上昇していくことが想定されるものではありません。
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子ども・子育て支援金制度とは②
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（全世代・全経済主体にとっての支援金制度の意義）
〇 高齢者や子育て中でない方々等、支援金を充てる給付を直接受けない方にとっても、実効性のある少子

化対策によって我が国の経済・社会システムや地域社会を維持し、国民皆保険制度の持続可能性を高める
ことは、かけがえのない重要な意義を持ちます。

拠出の中心を現役世代が担い、給付の多くを高齢世代が受ける構図となっている社会保険制度において、
こうした新しい分かち合い・連帯の仕組みを組み込み、少子化トレンドの反転を実現することは、制度を
支える連帯の仕組みをさらに強固にすることにもつながります。

〇 また、企業にとっては、実効性のある少子化対策の推進は、労働力の確保や国内市場の維持の観点から、
極めて重要な受益となります。

支援金制度の構築を、歳出改革による社会保険負担軽減とセットで、かつその範囲内で行うことにより、
事業主負担にも配慮しつつ、さらに、令和８年度からの施行の前に、賃上げや経済基盤の強化を先行させ
る枠組みとしています。

（支援金の使途）
〇 このように、企業や高齢者も含めた全世代・全経済主体から拠出いただくことを踏まえ、支援金の使途

としては、
・ 医療保険において、これまでも出産を起点とした給付が行われてきたことを踏まえつつ、
・ 事業主にも拠出をお願いすることとなるため、これまで社会保険料や子ども・子育て拠出金を充当

してきた事業を念頭に、
・ 対象者が広く切れ目のない支援を実現する制度に充てることとし、
児童手当など全国共通の現金給付を中心とし、加えてこども誰でも通園制度（現物給付）については、全
国で利用要件に該当するすべての方へのサービス提供が行われるものとしています。

※こども家庭庁HPに子ども・子育て支援金制度についての説明ページを開設済︓子ども・子育て支援金制度について｜こども家庭庁
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子ども・子育て支援金に関する試算（医療保険加入者一人当たり平均月額）

（注１）本推計は、一定の仮定をおいて行ったものであり、結果は相当程度の幅をもってみる必要がある。金額は事業主負担分を除いた本人拠出分であり、被用者保険においては別途事業主が労使折半の考えの下で拠出。なお、被
用者保険間の按分は総報酬割であることを踏まえ、実務上、国が一律の支援金率を示すこととする。

（注２）被用者保険の年収別の支援金額については、数年後の賃金水準によることから、試算することは難しいものの、参考として、令和３年度実績の総報酬で機械的に一人当たり支援金額（50円丸め、月額、令和10年度）を計算する
と（＊）、年収200万円の場合350円、同400万円の場合650円、同600万円の場合1,000円、同800万円の場合1,350円、同1,000万円の場合1,650円（総報酬割であることから協会けんぽ・健保組合・共済組合で共通）。ただし、政
府が総力をあげて取り組む賃上げにより、今後、総報酬の伸びが進んだ場合には、数字が下がっていくことが想定される。詳細は令和６年４月９日こども家庭庁「被用者の年収別の支援金額（機械的な計算）について」を参照。
＊令和10年度に被用者保険において拠出いただく8,900億円について、賃上げが力強く進む前の令和３年度の総報酬である222兆円で割ると0.4％であることから、労使折半の下、本人拠出を0.2％として計算。

（注３）国民健康保険の1世帯当たりの金額は令和3年度における実態を基に計算している。
（注４）国民健康保険の支援金については、医療分と同様に低所得者軽減を行い、例えば夫婦子１人の３人世帯（夫の給与収入のみ）における一人当たり支援金額（50円丸め、月額、令和10年度）でみると、年収80万円の場合50円

（応益分７割軽減）、同160万円の場合200円（同５割軽減）、同200万円の場合250円（同２割軽減）、同300万円の場合400円（同２割軽減）。国保の被用者の世帯では、これらの層がボリュームゾーンであり、年収400万円以上に
ついては上位約１割と対象が限定されるため（＊）、この層をさらに細かく区切ってみていくことについては留意が必要であるが、以下、参考として、同400万円の場合550円（軽減なし、以下同じ）、同600万円の場合800円、同800
万円の場合1,100円。なお、支援金制度が少子化対策にかかるものであることに鑑み、こどもがいる世帯の拠出額が増えないよう、こども（18歳に達する日以後の最初の３月31日以前である者）についての均等割額は全額軽減。
＊年収600万円は上位約５％、800万円は約２％に該当。年収1,000万円は上位約１％に該当し、ごく少数であるほか、現時点で令和10年度における賦課上限を定めることができないため、金額は一概にいえない。

（注５）後期高齢者医療制度の支援金についても、医療分と同様に低所得者軽減を行い、例えば単身世帯（年金収入のみ）における一人当たり支援金額（50円丸め、月額、令和10年度）でみると、年収80万円の場合50円（均等割７割
軽減）、同160万円の場合100円（同７割軽減）、同180万円の場合200円（同５割軽減）、同200万円の場合350円（同２割軽減）。年金収入のみの者では、これらの層がボリュームゾーンであり、年収250万円以上については上位約
１割と対象が限定されるため（＊）、この層をさらに細かく区切ってみていくことについては留意が必要であるが、以下、参考として、同250万円の場合550円（軽減なし、以下同じ）、同300万円の場合750円。
＊年金収入300万円は上位約５％に該当。年金収入400万円以上は上位約１％に該当し、年金給付額が一定範囲にあるため例外的なケースであるほか、現時点で令和10年度における賦課上限を定めることができないため、
金額は一概にいえない。

（注６）介護分の保険料額は、第1号保険者（65歳～）の1人当たり月額（基準額の全国加重平均）で6,014円（令和5年度）、第2号被保険者（40～64歳）の1人当たり月額（事業主負担分、公費分を含む）で6,276円（令和6年度見込額）

加入者一人当たり支援金額

令和８年度見込み額 令和９年度見込み額 令和10年度見込み額（①）

全制度平均 250円 350円 450円

国民健康保険
（市町村国保）

後期高齢者
医療制度

被用者保険

協会けんぽ

健保組合

共済組合

300円

250円

300円

350円

（参考）被保険者一人当たり
450円

（参考）被保険者一人当たり
400円

（参考）被保険者一人当たり
500円

（参考）被保険者一人当たり
550円

400円

350円

400円

450円

（参考）被保険者一人当たり
600円

（参考）被保険者一人当たり
550円

（参考）被保険者一人当たり
700円

（参考）被保険者一人当たり
750円

500円

450円

500円

600円

（参考）被保険者一人当たり
800円

（参考）被保険者一人当たり
700円

（参考）被保険者一人当たり
850円

（参考）被保険者一人当たり
950円

250円
（参考）一世帯当たり

350円

200円

300円
（参考）一世帯当たり

450円

250円

400円
（参考）一世帯当たり

600円

350円

（月額、支援金額は50円丸め、保険料額は100円丸め）

（参考）加入者一人当たり
医療保険料額

（令和３年度実績）
（②）

（参考）
①／②

4.7％

4.5％

4.3％

4.6％

4.9％

5.3％

5.3％

9,500円

（参考）被保険者一人当たり
17,900円

10,800円

（参考）被保険者一人当たり
16,300円

10,200円

（参考）被保険者一人当たり
19,300円

11,300円

（参考）被保険者一人当たり
21,600円

11,800円

（参考）一世帯当たり
11,300円

7,400円

6,300円
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支援金制度の施行に向けたスケジュール案（国民健康保険制度関係）
Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度

10〜12月 １〜３月 ４〜６月 ７〜９月 10〜12月 １〜３月 ４〜６月

こども家庭
庁・厚生労働
省

12月17日
補正予算成立

３月
国保標準仕様書
改訂版公開

・条例参考例 ・政令、算定府
省令の公布
・納付金算定ガ
イドライン発出

・政令の公布
（賦課限度額、
地方税関係）
・告示の発出
（確定係数）

国保中央会

都道府県

市町村
（事務処理標準
システムを使う
自治体）

市町村
（上記以外のシ
ステムを使う自
治体）

要件整理

システム改修に向けた検討・実施

検証

検証

市町村事務処理標準システム改修に向けた検討・実施

条例等改正

システム改修（納付金システム）

条例等改正

条例等改正

R7予算
編成※

R8賦課
決定

R8賦課
決定

R8納付金仮算定 R8納付金本算定

システム改修に向けた検討・実施R6補正
予算編成

（※）令和７年度からシステム改修を開始する自治体に対する補助は、こども家庭庁で本省繰越を行い、令和７年度に補助を行う。

支援金制度についての周知・広報

所要額
調査①

所要額
調査②

（Ｒ６からシステム改修に着手する場合）

（Ｒ７からシステム改修に着手する場合）

12 
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・ 国民健康保険における支援納付金については、本制度が少子化対策に係るものであることに鑑み、こどもがいる世帯の拠出額
が増えないよう、支援納付金の算定に当たっては、Ｐ14のとおり、「18歳未満のこども※を除いた18歳以上被保険者数」に応
じて按分することとしている。
※ 18歳に達する日以後の最初の3月31日以前のこども（高校生年代までのこども）

（参考）18歳未満のこどもに係る支援金の均等割額10割軽減の仕組み（イメージ図）

市町村国保の
支援金（保険料） 所得割額 資産割額 平等割額＝ ＋ ＋ 均等割額＋

（18歳未満被保険者）

＝18歳未満均等割
軽減額の総額

18歳以上
被保険者数÷

市町村国保の
支援金（保険料） 所得割額 資産割額 平等割額＝ ＋ ＋ 均等割額＋ 18歳以上

均等割額＋

（18歳以上被保険者）

18歳以上
均等割額

国民健康保険における18歳未満のこどもに係る支援金の軽減措置

15
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医
療
給
付
等

調
整
交
付
金

国
庫
負
担
金

基
礎/

後
期
高
齢
者

支
援
金
等/

介
護
納

付
金
賦
課
総
額

賦 課 総 額
支出 収入

賦課総額の按分方法 賦課額

等

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額

被
保
険
者
に
対
す
る
賦
課
額

調
整
交
付
金

国
庫
負
担
金

子
ど
も
・
子
育
て

支
援
納
付
金
賦
課

総
額

等

四
方
式

① 所得割総額
② 資産割総額
③-1 均等割総額
③-2 18歳以上均等
割総額

④ 世帯割総額

三
方
式

① 所得割総額

③-1 均等割総額
③-2 18歳以上均等
割総額

④ 世帯割総額

二
方
式

① 所得割総額

③-1 均等割総額
③-2 18歳以上均等
割総額

① 所得割総額
世帯に属する被保険者に係る
基礎控除後の総所得金額
×所得割率

② 資産割総額
世帯に属する被保険者に係る
固定資産税額
×資産割率

③-1 均等割総額
世帯に属する被保険者数
×均等割額

④ 世帯割総額
世帯数×世帯割額

③-2 18歳以上均等割総額
世帯に属する18歳以上被保険者数
× 18歳以上均等割額

支援金制度導入後の国民健康保険制度（現段階のイメージ） 

介
護

納
付
金

後
期
高
齢
者

支
援
金
等

基
礎
賦
課
額

後
期
高
齢
者

支
援
金
等

賦
課
額

介
護

納
付
金

賦
課
額

現行どおり、ニ方式、三方式、四方式の
いずれかの方法で按分

※ ③-１と③-２の区分については、18歳までのこどもの被保険者の均等割額の全額軽減に際して、まず均等割総額について公費による低所得者軽減等に要する額を控除した上で、
その残額を18歳以上被保険者に賦課することとするため、均等割総額とは別に18歳以上均等割総額を設けている。
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